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病 院 局 管 理 規 程 

 

 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続等を定める管理規程の一部を改正する管理規程をここ

に公布する。 

令和７年12月１日 

                             兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗  

兵庫県病院局管理規程第８号 

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続等を定める管理規程の一部を改正する管

理規程 

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続等を定める管理規程（令和５年病院局管理規程第２号）

の一部を次のように改正する。 

様式第１号、様式第11号及び様式第17号中「健康保険被保険者証」を削る。 

附 則 

この管理規程は、令和７年12月２日から施行する。 
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